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裁判員制度 裁判員等に選ばれる確率は
どれくらいですか?

だいたい3,500人に1人と
見込まれています。

　裁判員を選ぶ選任手続のために何人の裁判員
候補者に来ていただくかは、個々の事件ごとに、
裁判所がきめることになります。仮に通常の事件
で50人程度、審理に多くの日数を要する事件で
100人程度の裁判員候補者を選んだとした場合、
平成17年の裁判員制度の対象となる事件が全国
で約3,600件であったことを前提に試算すると、
1年間に18万人～36万人の方に裁判所に来てい
ただくことになります。確率で言うと、全国で1
年当たり、全有権者のうち、実際の事件ごとに
裁判員候補者として裁判所に来ていただく方は
約300～600人に1人程度（0.18～0.35%）、そし
て、実際に裁判員又は補充裁判員として裁判員
裁判に参加していただくのは約3,500人に1人程
度（0.03%）となります。
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HIRONO

富岡
消防署

皆さんのお宅は大丈夫ですか？
不適切な訪問販売に
　　　ご注意ください!

1. 消防職員・市町村職員を装う。

2. 恐怖心をあおる・おどす。

3. 特別価格を強調する。

4. 考える時間を与えない。

※住宅用火災警報器の訪問販売はクーリングオフの対象です。

ガソリンや軽油の買いだめに関する
防火安全上の注意事項

●軽油は大量に保管すると火災発生に危険性が高まるとともに、火災が発
生すると大規模な火災となる危険性が高いため、大量保管することは極
力控えてください。

ガソリンの
危険性

軽油の
危険性

●ガソリンは火災の発生危険が極めて高く、火災が発生すると爆発的に延
焼拡大します。

●ガソリンは気温が－40℃でも気化し、小さな火源でも爆発的に燃焼し
ます。

●ガソリンの蒸気は空気より重いため、穴やくぼみに溜まりやすく、離れ
たところにある思わぬ火源（ライター等の裸火、静電気）によって引火
する危険性があります。

●灯油等のポリ容器（20リットル）

にガソリンを入れることは非常

に危険ですので　行わないでく

ださい。静電気が発生し火災や

爆発事故を招く恐れがあり、大

変危険です。

■お問い合わせ先　双葉消防本部  　35－2119

■お問い合わせ先  富岡消防署　 22－2119　楢葉分署　 25－2119　川内出張所 　38－2119 

「火のしまつ　
君がしなくて 誰がする」

「平成20年度全国統一防火標語」（標語作者：13歳女性）

　住宅用火災警報器の設置義務化に伴い不適正な訪問販売等が発生しています。
　次の点に注意し、被害防止に努めてください。

だ
ま
し
の
テ
ク
ニ
ッ
ク

消防職員等が訪問販売を行うことはありません。消防職員等が尋ねてきた場合は、身分を証明で
きるものを見せてもらいましょう。
また、自分の家にはどの箇所に設置する必要があるかをあらかじめ調べておくと良いでしょう。

法律で義務化され、設置しないと罰則がとられるなどの恐怖心をあおり、おどします。罰金とい
う言葉におびえて動揺しないでください。
住宅用火災警報器等の未設置については、罰金などの罰則の適用はありません。

Point

Point

値段の相場は性能により異なりますが4000円～9000円が中心です。
日本消防検定協会が性能を確認した製品には「NSマーク」が入ってい
ますので、購入の目安にしてください。

Point

業者は即決・即金を求め、すぐに行方をくらませます。
お金を払わせ、「領収書を持ってきます。」と言ったまま戻ってきません。

Point

火災で重要なことは、早期発見！ 平成23年5月31日まで 残り1,155日（平成20年4月1日現在）
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